
〒660-0875
兵庫県尼崎市南竹谷町1丁目44-1-102

　　　　　　　　　　　事業所番号　２８７３０１３４７４
電話　　　　０６－６４８０－５２０６

ＦＡＸ　　　０６－６４８０－５２０７


　　　　　　　　　　　　　　（以下、「ご利用者」といいます。）と関西福祉事業株式会社（以下、「事業者」といいます。）は、事業者がご利用者に対して行う訪問介護サービスについて、次のとおり訪問介護サービス契約を締結します。

第１条（契約の目的）

１　事業者は介護保険法等関係法令（以下、「介護保険法令等」といいます。）　　　　　　　　　　　　　および本契約に従い、ご利用者に対し、ご利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護サービスを提供します。

２　事業者は、サービス提供に当たっては、ご利用者の選択および居宅サービス計画（以下、ケアプランといいます。）の内容その他介護保険法令等を遵守し、ご利用者に対しサービスを提供します。

３　ご利用者は事業者からサービスの提供を受けたときは、事業者に対し、重要事項説明書の記載に従い、ご利用者負担分を支払います。
第２条（契約期間）

１　本契約の期間は、令和　　年　　月　　日からご利用者の要介護認定の有効期間が満了する日までとします。

２　前項に定める契約期間満了日の７日以上前に、ご利用者から契約終了の申し出がない場合、本契約は次の要介護認定の有効期間が満了する日まで自動更新するものとします。

第３条（提供されるサービスと訪問介護計画の作成・変更）

１　事業者は、訪問介護員（ホームヘルパー）をご利用者の居宅等に派遣し、重要事項説明書に定めた内容のサービスを提供します。

２　事業者は、具体的なサービス提供に際しては、ご利用者又はそのご家族の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、ケアプラン（居宅サービス計画）に沿って、訪問介護計画を作成します。

３　ご利用者又はそのご家族が訪問介護計画の変更を希望した場合、又は事業者が訪問介護計画の変更を必要と判断した場合には、事業者は、ご利用者又はそのご家族の希望を考慮するとともに、双方の合意をもって、訪問介護計画を変更することとします。
４　前項により、サービスの内容を変更する場合、事業者は、ご利用者に対し変更後のサービスの内容、利用回数、利用料、および介護保険の適用の有無について、内容を確認します。

第４条（介護保険の適用を受けないサービスの説明）

事業者はその提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容および利用料を説明し、ご利用者の同意を得ます。

第５条（料金及び支払方法）

　　この契約書に基づき、事業者が提供するサービス等に関する料金及び支払方法は重要事項説明書のとおりです。

第６条（利用者の契約解除権）

１　ご利用者は、事業者に対し、いつでも本契約の解除を申し出ることができます。その場合には、本契約の解約を希望する日の７日前までに解約を申し入れることとします。

２　ご利用者は、前項の規定にかかわらず、ご利用者の病状の急変、急な入院等、やむを得ない事情がある場合は直ちにこの契約を解除することができます。

３　次の各号のいずれかに該当した場合、ご利用者は事業者に通知することにより事前申出の期間を設けることなく、この契約を解約することができます。

(１) 事業者が正当な理由なしにサービスの提供を行わない場合

(２) 事業者が守秘義務に反した場合

(３) 事業者がご利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(４) 事業者が破産した場合

(５) その他事業者がこの契約に定めるサービス提供を正常に行い得ない状況に陥った場合

第７条（事業者の契約解除権）

１　事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、ご利用者に対して、契約終了日の１か月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者はご利用者の居宅介護支援事業所に対し、情報を提供します。
（１）事業規模の縮小

（２）事業の休廃止
（３）ご利用者が遠方へ引越しするなど、やむを得ない事情により自らサービスの提供が困難になった場合

２　事業者は、ご利用者またはそのご家族等が、利用料の支払遅延など、故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の申し入れにもかかわらず改善せず、この契約の目的を達することが困難となったときは、文書により２週間以上の予告期間をもって契約を解約することができます。

３　ご利用者又はそのご家族等が、当事業者に所属するホームヘルパーの生命・身体・精神・財産等を傷つけるなど、その人権を侵害したことにより、本契約を継続しがたい事情が認められる場合、契約を解約することができます。

第８条（利用料の滞納）

１　ご利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を３か月以上滞納した場合には、事業者はご利用者に対し、１か月以上の期間を定めて、その期間内に支払いがないときは、本契約を解除する旨の催告をすることができます。

２　事業者は前項の催告をした場合には、サービス提供を調整したケアマネージャー、またはご利用者が住所を有する市町村と協議し、介護サービス計画の変更や、一般施策に基づくサービスの利用を図る等の調整を行います。

３　事業者は、前項の措置を講じた上で、ご利用者が第１項に定める期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、本契約を解除することができます。　

第９条（契約の終了）

　　次の各項のいずれかに該当する場合には、本契約は終了します。

（1） ご利用者が死亡したとき

（2） 第６条～第８条に基づき、本契約が解除されたとき

（3） ご利用者の要介護状態区分が、自立とされた場合

（4） ご利用者が身体障害者療護施設へ入所する等、介護保険の被保険者としての資格を喪失した場合

第１０条（損害賠償）

事業者は、ご利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の過失により、ご利用者またはご利用者の家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、ご利用者に対して損害を賠償します。

ただし、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合、賠償責任を減じることができるものとします。

第１１条（秘密保持）

１　事業者は正当な理由がない限り、ご利用者に対するサービスの提供に当たって知り得たご利用者またはご利用者のご家族の秘密についてご利用者やご家族、第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がない限り第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

２　事業者は、ご利用者又はそのご家族から、あらかじめ「訪問介護サービス契約における個人情報使用同意書」で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者又はそのご家族の個人情報を用いません。

第１２条（契約外条項）

　　本契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、ご利用者および事業者の協議により定めます。

第１３条（裁判管轄）

ご利用者と事業者は、この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審裁判所とすることをあらかじめ合意します。

以上、この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、ご利用者と事業者、双方記名押印または署名押印のうえ、各自１通を所持します。
令和　　　年　　　月　　　日

ご利用者（または代理人）

　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　　
　　　　　　　　　　　電話  　　　　　　　　　　              　　   　
※　代理人を選定する場合は、別途「委任状」が必要です。

　　代理人が委任を受けた範囲内で行う行為の効果は、ご利用者本人に帰属します。

　私は、ご利用者が事業者から重要事項の説明を受け、訪問介護サービスの提供の開始に同意したことを確認しましたので、私がご利用者に代わって署名をいたします。
署名代筆者　　　　　 
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　 　　　　　㊞　　　　
　 　　　　　　　　　電話    　　　　　　　　　　                      
（ご利用者との関係　　　　　　　　　　　　　）
事業者
住　所　　　兵庫県尼崎市富松町２丁目３５番８－２０３号　
名　称　　　関西福祉事業株式会社　　　　　　　　　　　
　　　　　　代表取締役　原田 良憲　　　代表印　　　 　　
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